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    商法 問題 

 

次の文章を読んで、後記の〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。 

 

１．甲株式会社（以下「甲社」という。）は、住宅用インテリアの企画、製造、販売等を業とする大

会社でない取締役会設置会社であり、会計監査人設置会社でない監査役設置会社である。甲社の定

款には、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について取締役会の承認

を要すること、定時株主総会の議決権の基準日は毎年１２月３１日とすること、事業年度は毎年１

月１日から１２月３１日までの１年とすることが定められている。甲社の発行済株式の総数は１０

００株であり、令和５年１２月３１日の株主名簿によれば、創業者であるＡが５００株を、ＢとＣ

が１５０株ずつを、Ａの親族であるＤとＥが１００株ずつを、それぞれ保有していた。甲社の創業

以来、Ａが代表取締役を、ＢとＣが取締役を、Ｆが監査役を、それぞれ務め、ＤとＥは甲社の日常

の経営に関わっていない。 

２．Ｄは、令和６年２月頃、その保有する甲社の株式の全部（以下「本件株式」という。）を売却し

て家計の足しにしたいとＡに相談した。Ａは、甲社が同年３月３１日に本件株式を１株当たり１

０万円（総額１０００万円）で買い取ることとし、同月開催予定の甲社の定時株主総会におい

て、そのことを取り上げるとＤに約束した。 

３．甲社は、会社法上必要な手続を経て、令和６年３月３１日に、Ｄから、本件株式を総額１０００

万円で買い取った。その過程で、Ａは、同月に開催された甲社の定時株主総会において、「本総

会において適法に確定した計算書類に基づいて計算したところ、令和６年３月３１日における分

配可能額は１２００万円以上あり、甲社が本件株式を買い取ることに問題はない。」と説明し、

甲社による本件株式の取得の承認を受けた。 

４．ところが、令和６年７月になって、甲社の預金口座の記録を照会していたＢが上記３の計算書類

の基礎となった令和５年中の会計帳簿に過誤があったことを偶然発見した。当該過誤は、甲社に

おいて会計帳簿をほぼ単独で作成していた経理担当従業員Ｇが、一部の取引について会計帳簿へ

の記載を失念したために発生したものであった。Ｆによる会計監査は、例年、会計帳簿が適正に

作成されたことを前提として計算書類と会計帳簿の内容の照合を行うのみであったため、会計監

査では当該過誤が発見されず、上記３の定時株主総会においても、Ｆは疑義を述べなかった。Ａ

は、甲社の経理及び財務を担当しており、計算書類の作成と分配可能額の計算も自分で行ってい

たが、その基礎となる会計帳簿の作成については直属の部下であるＧに任せきりにして関与して

おらず、Ｇによる一部の取引についての会計帳簿への記載の失念に気付かなかった。当該過誤を

修正したところ、令和６年３月３１日における分配可能額は８００万円であった。 

 

〔設問１〕 

上記１から４までを前提として、次の⑴及び⑵に答えなさい。なお、本件株式の取得価格は適正な

金額であったものとする。 

⑴ 甲社による本件株式の買取りは有効かについて、論じなさい。 

⑵ 甲社による本件株式の買取りに関して、Ａ、Ｄ及びＦは、甲社に対し、会社法上どのような責

任を負うかについて、論じなさい。 

 

下記５以下においては、上記２から４までの事実は存在しないことを前提として、〔設問２〕に答

えなさい。 

 

５．Ａは、令和６年５月頃、とある同族企業の社長から、親族である株主が死亡するたびに株式が多
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数の相続人に分散したために会社の管理が厄介になったという話を聞いて心配になり、全ての甲社

の株式を自分の手元で保有したいと考えるようになった。ＡがＢ、Ｃ、Ｄ及びＥに個別に相談した

ところ、Ｂ、Ｃ及びＤは対価次第で甲社の株式の売却に応じると回答したが、Ｅは「長年にわたり

株主であった自分を、さしたる理由もなく甲社から排除しようというのか。」と不満を強く述べ、

売却を固く拒否した。 

６．Ａは、旧知の税理士Ｈに甲社の株式の評価額の算定を依頼し、「１株当たり６万円から１０万円

までの範囲が甲社の株式の適正な評価額である。」との意見を得た。そこで、Ａは、令和６年７月

３１日までに、甲社の取締役会の承認を受け、Ｂ、Ｃ及びＤから、その保有する甲社の株式を１株

当たり１０万円で適法に取得し、当該株式について、株主名簿の名義書換が行われた。他方、Ａ

は、同年８月以降、Ｅに対し、特別支配株主の株式等売渡請求（以下「本件売渡請求」という。）

をすることとし、甲社に対し、その旨及び株式売渡対価を１株当たり６万円、取得日を同年９月２

０日とすることなどの会社法所定の事項を通知し、同年８月２０日開催の甲社の取締役会におい

て、その承認を受けた。甲社は、同月２７日に、会社法所定の事項をＥに通知し、また、本件売渡

請求に関する事項を記載した会社法所定の書面を甲社本店に備え置いた。その通知を受けたＥは、

Ａの都合で一方的に甲社から排除されることに不満を強く抱き、さらに、Ｂ、Ｃ及びＤからの株式

の取得の事実を知り、その取得価格が本件売渡請求における株式売渡対価の額と異なることに対し

て不満を一層強めた。 

 

〔設問２〕 

令和６年９月２日時点において、Ｅの立場において会社法上どのような手段を採ることが考えら

れるかについて、論じなさい。 
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商法 解答のポイント 
 

１ 設問１（１）は、会社が株主から株式を取得する（自己株式の取得）際に、会社法４６１条１項の

財源規制違反が判明した場合の、当該株式の取得の有効性についてどのように判断するかが問題とな

る。答案においては、有効説を前提とした論述をおこなったが、無効説もありうる。いずれの場合で

あっても、論点をとらえ、根拠を示して解答することが求められる。 

２ 設問１（２）は、財源規制違反があった場合の、代表取締役Ａ、金銭の取得者Ｄ及び監査役Ｆの責

任が問題となる。 

  Ａは、「業務執行取締役」（４６２条１項柱書本文）及び、「総会議案提案取締役」（同項２号イ）と

して、Ｄは「当該行為により金銭等の交付を受けた者」（同項柱書本文）として、甲社に対して、連帯

して、１０００万円の金銭の支払い義務を負う（同項柱書本文）。もっとも、Ａについては、その職務

を行うにつき、注意を怠らなかった場合には、同項の義務を負わないため、過失があったか否かにつ

いて、問題文の事情を拾いながら、検討する必要がある。 

  Ｆについては、個別の規定がないため、４２３条１項の責任の成立が問題となる。会計帳簿が適正

に作成されたことを前提として、計算書類と会計帳簿の内容の照合を行うのみであった点を適切に評

価する必要がある。 

３ 設問２は、特別支配株主の株式等売渡請求があった場合に、これに反対する売渡株主であるＥとし

て、どのような会社法上の手段をとれるかが問題となっている。具体的には、売買価格決定の申し立

て（会社法１７９条の８）及び差止請求（同法１７９の７第１項３号）をすることが考えられるため

これらの手段について、条文の要件を意識しながら論ずる必要がある。 
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商法 解答例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１ 設問１ 

１ 小問⑴ 

⑴ 甲社が本件株式を買い取ることは、自己株式の取得（会社法

（以下、法令名を略す。）１５７条、１５６条）であり、いわゆ

る財源規制を受ける（４６１条１項３号）。 

  本問においては、行為の効力が生ずる令和６年３月３１日にお

ける分配可能額が８００万円であったのに対し、株主Ⅾに交付す

る金銭の帳簿価格の総額が１０００万円となって分配可能額を

超えているため、財源規制違反の行為の効力が問題となる。 

⑵ この点について、まず、同条１項柱書は、「その効力が生じた

日」と記載され、行為が有効であることを前提としている。また、

４６２条１項により、金銭等の交付を受けた者が金銭支払い義務

を負う結果、同行の義務を履行した場合には、民法４２２条の類

推適用により、会社の株式が売主に復帰し、会社が株式を処分し

ていた場合には、会社が同条の債務不履行に基づく損害賠償責

任を負うと考えれば、特段の不都合は生じない。 

  したがって、財源規制違反の行為の効力は有効である。 

⑶ よって、本件株式の買取りは有効である。 

２ 小問⑵ 

⑴Ａの甲社に対する責任 

  Ａの甲社に対する責任は、４６２条１項に基づく金銭の支払責

任である。前述のとおり甲社は「前条第一項の規定に違反」（４

 

 

６２条１項柱書）している。Ａは甲社の代表取締役として甲社に

よる本件株式買取りを実行した取締役であり、「職務を行った業

務執行者」にあたる。また、Ａは定時株主総会において、本件株

式の買取りについて提案した「総会議案提案取締役」（同条１項

２号イ、１５７条第１項）にも当たる。 

  本件株式の買取りにあたり、Ａは令和６年３月３１日の定時株

主総会において適法に確定した計算書類（４３８条２項）に基づ

いて分配可能額が１２００万円であることを計算しており、「注

意を怠らなかった」（４６２条２項）ように思える。しかし、会

計帳簿を単独で作成していたＧが一部の取引の記帳を失念した

ことにより当該計算書類の基礎となった会計帳簿に過誤があり、

過誤の修正後の分配可能額は８００万円であることから、計算書

類は適法に作成されたものではなかった。そして、Ａは甲社の財

務及び経理を担当しており、財務を担当する取締役である以上、

Ａにも会計帳簿を適切に作成する責任がある。そのため、ＡはＧ

が過誤なく会計帳簿を作成することを確認する義務があったと

いえ、それにもかかわらず会計帳簿の作成をＧに任せきりにした

ことにより過誤に気づけなかったため、「注意を怠らなかった」

とはいえない。 

  よって、Ａは甲社に対して、「交付を受けた者」であるＤが「交

付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭」である１０００万

円を、Ｄと連帯して「支払う」責任を負う（同条１項柱書）。 
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⑵Ｄの甲社に対する責任 

  Ｄの甲社に対する責任は、４６２条１項に基づく金銭の支払責

任である。また、Ｄは本件株式の買取りにより甲社から１０００

万円の交付を受けており、「金銭等の交付を受けた者」（４６２条

１項柱書）にあたる。 

  よって、Ｄは甲社に対して、「交付を受けた金銭等の帳簿価額

に相当する金銭」である１０００万円をＡと連帯して「支払う」

責任を負う（同条１項柱書）。 

⑶ Ｆの甲社に対する責任 

  Ｆは、甲社の監査役であり、「役員等」（同条項かっこ書）にあ

たることから、Ｆは甲社に対して役員等の株式会社に対する損害

賠償責任（４２３条１項）を負うと考えられる。 

  監査役は「取締役…の職務の執行を監査」（３８１条１項）し、

その監査の対象には会計監査も含まれる。そして、監査役には会

社の「財産の状況の調査」（３８１条２項）権限があることから、

計算書類の基礎となる会計帳簿もその監査対象となり、会計帳

簿が正確に作成されていることについて監査する責任を負う。Ｆ

による会計監査は、例年、会計帳簿が正確に作成されたことを前

提として会計帳簿との突合を行うものであり、会計帳簿が正確に

作成されたことについての監査を行っていない。よって、「任務

を怠った」（４２３条１項）といえる。 

  Ｄに１０００万円を交付したことで、１０００万円が流出した

「損害」が生じ、これは本件株式の買取りによって生じたもので

あるため、損害と任務懈怠との因果関係も認められる。 

  会計帳簿の監査はＦの職務の内容であったのにこれを怠って

いるため、Ｆの帰責性（４２８条１項参照）も認められる。 

  よって、Ｆは、甲社に対し、１０００万円の損害賠償責任を負

う。 

第２ 設問２ 

１ まず、Ｅは裁判所に対して、価格決定の申立て（１７９条の８第

１項）をすることが考えられる。本問では、特別支配株主の株式等

売渡請求がなされており、取得日が令和６年９月２０日であるか

ら、同月２日時点において価格決定の申立てをすることができる。 

２ 次に、Ｅは売渡株式の取得の差止めを請求することが考えられる

（１７９条の７第１項）。 

  まず、Ｅは本件請求によって、株主の地位を失う恐れがあるか

ら、「不利益を受ける恐れがあるとき」といえる。また、１７９条

の２第１項２号の金銭の額について、確かに、税理士Ｈの評価額の

算定においては、「１株当たり６万円から１０万円までの範囲が甲

社の株式の適正な評価額である。」とされており、６万円は時価で

の買取りに当たる。しかし、Ｅ以外の株主については、１株あたり

１０万円であったのに対し、Ｅに対しては６万円とされていること

から、対価が「著しく不当である」として、差止請求をすることが

考えられる。                    以 上 
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    民事訴訟法 問題 
 

（〔設問１〕と〔設問２〕の配点の割合は、１：１） 

 

次の文章を読んで、後記の〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。 

 

【事例】 

Ｘは、伝統工芸品の製作を手掛けている芸術家である。Ｙは、Ｘの製作活動を支援しており、Ａを代

理人として、Ｘの工芸品を頻繁に購入していた。 

Ｘは、新作の工芸品が完成した旨をＡに伝えたところ、Ｙが３００万円で購入を希望しているとＡか

ら聞いた。そこで、Ｘは、いつものようにＡを通じて、新作の工芸品を３００万円でＹに売り渡した

（以下、この契約を「本件契約」といい、本件契約の売買代金を「本件代金」という。）。しかし、本

件代金が支払われないので、ＸがＹに事情を直接聞いたところ、Ｙは、Ｘに対し、Ａから新作の工芸品

の話など聞いたことはなく、Ａにその購入を依頼した覚えもないことから、本件代金を支払うつもりは

ないと答えた。また、Ｙは、Ｘに対し、現在、Ａとは連絡が取れなくなっていることも伝えた。その

後、Ｘは、弁護士Ｌ１を訴訟代理人として、Ｙに対し、本件代金３００万円の支払を求める訴えを提起

した（以下「本件訴訟」という。）。これに対して、Ｙは、弁護士Ｌ２を訴訟代理人として本件訴訟に

応訴し、ＸＹ間の本件契約の成立を争った。弁論準備手続における争点整理の結果、本件訴訟において

は、本件契約における代理権の授与の有無及び表見代理の成否が主要な争点となった。 

 

〔設問１〕 

弁論準備手続終結後の人証調べは、前記の争点について行われた。結審が予定されていたその後の口

頭弁論期日において、Ｌ２は、ＹがＸに対して有する貸金債権３００万円（弁済期は本件訴訟の提起前

に既に到来していた。）を自働債権とし、本件代金に係る債権を受働債権として、対当額で相殺する旨

の相殺の抗弁を新たに主張した。Ｌ１がＬ２に対して、相殺の抗弁を弁論準備手続の終結前に主張する

ことができなかった理由について説明を求めたところ、Ｌ２は、「相殺の抗弁は自己の債権を犠牲にす

るものであるから、初めから主張する必要はないと考えていた。」と述べるとともに、「相殺権の行使

時期には法律上特段の制約がなく、判例によれば、基準時後に相殺権を行使したことを請求異議の訴え

の異議事由とすることも許容されている以上、弁論準備手続の終結後に相殺の抗弁を主張することも許

容されるべきである。」と述べた。Ｌ１は、本件訴訟の開始前から相殺適状になっており、仮定的抗弁

として主張することができたにもかかわらず、それをしなかった理由について更に説明を求めたが、Ｌ

２からは前記の説明以上の具体的な説明はされなかった。そこで、Ｌ１は、相殺の抗弁は時機に後れた

攻撃防御方法に当たるとして、その却下を求めた。 

この場合において、裁判所は相殺の抗弁を却下すべきかについて、検討しなさい。 

 

〔設問２〕（〔設問１〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。） 

主要な争点が明らかになったため、Ｘは、Ａに訴訟告知をした。しかし、Ａは、本件訴訟に参加しな

かった。その後、本件訴訟では、弁論準備手続が終結し、人証調べが行われた。その結果、ＹはＡに代

理権を授与しておらず、また、表見代理の成立は認められないことを理由として、Ｘの請求を棄却する

との判決がされた（以下「前訴判決」という。）。 

前訴判決の確定後、Ｘは、Ａは無権代理人としての責任を負うとして、Ａに対して本件代金３００万

円の支払を求める訴えを提起した（以下「後訴」という。）。これに対して、Ａは、応訴し、ＡはＹか

ら代理権を授与されていたと主張した。 

Ｘは、上記のようなＡの主張は訴訟告知の効果によって排斥されるべきであると考えている。Ｘの立

場から、Ａの主張を排斥する立論を、判例を踏まえて、展開しなさい。なお、解答に当たっては、Ａが

補助参加の利益を有していたことを前提として論じなさい。 
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民事訴訟法 解答のポイント 
 

１ 設問１は、ⅩがＹに対し、本件代金300万円の支払請求をし（本件訴訟）、弁論準備手続の結果、

争点は、本件契約における代理権の授与の有無及び表見代理の成否とされ、これらの争点について

の人証調べがされた。しかし、結審が予定されていたその後の口頭弁論期日において、ＹがＸに対

して有する貸金債権300万円を自働債権とし、本件代金に係る債権を受働債権とする相殺の抗弁を新

たに主張したことから、当該相殺の抗弁が時機に後れた攻撃防御方法として却下されるか（民事訴

訟法157条１項）が問題となっている。 

解答に当たっては、時機に後れた攻撃防御方法の要件、すなわち、①「時機に後れ」た攻撃防御

方法の提出、②「故意又は重大な過失」、③「訴訟の完結を遅延させること」について、本問にお

ける事情をもとに検討することになる。この点については、それぞれの要件についての解釈を踏ま

えて、本問の事情をあてはめればよいであろう。 

また、Ｙ側による、「判例によれば、基準時後に相殺権を行使したことを請求異議の訴えの意義

事由とすることも許容される以上、弁論準備手続の終結後に相殺の抗弁を主張することも許される

べきである。」との主張にどのように答えるかについても、本問では求められている。この点、参

考答案においては、時機に後れた攻撃防御方法の制度趣旨と既判力の制度趣旨の違いから、基準時

後に相殺権を行使したことを請求異議の訴えの意義事由とすることが許容されることと、相殺の抗

弁を時機に後れた攻撃防御方法として却下することは、矛盾しないとしている。 

２ 設問２は、Ⅹが本件訴訟において、Ｙの代理人であるＡに訴訟告知をしたが、Ａは、本件訴訟に

参加していない。そして、本件訴訟では、ＹはＡに代理権を授与しておらず、また、表見代理の成

立は認められないことを理由として、Ｘの請求を棄却するとの判決がなされた。その後、Ｘは、Ａ

に対し、無権代理人の責任追及の訴えを提起し、当該訴訟において、Ａは、ＡはＹから代理権を授

与されていたと主張した。 

上記のような事実関係において、本問では、Ｘの立場から、訴訟告知の効果によってＡの主張を

排斥する立論を、判例を踏まえて展開することが求められている。現在の多数説は、訴訟告知によ

り参加的効力が生じるのは、告知者と被告知者の間に告知者敗訴により直接に求償または賠償関係

が成立する実体関係がある場合に限定していることも考慮した検討ができると望ましい。 
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民事訴訟法 解答例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１ 設問１ 

１ Ｌ２は、弁論準備手続終了後に相殺の抗弁を主張しているが、攻

撃防御は訴訟の進行に応じて適切な時期に提出しなければならな

いため（民事訴訟法（以下法令名略）１５６条）、裁判所はこれを

時機に後れた攻撃防御方法として却下する（１５７条１項）ことが

できるか。 

⑴ 「時機に後れ」た攻撃防御方法の提出 

「時機に後れて」とは、当該攻撃防御方法が提出される以前に

提出する機会があったことをいう。 

本問では、本件訴訟は争点整理のため弁論準備手続に付され

ており、また、本問では、争点整理前から相殺適状であったこと

から、同手続内で相殺の抗弁が主張することが期待される。よっ

て、「時機に後れて」同抗弁が提出されたといえる。 

⑵ 「故意又は重大な過失」 

弁論準備手続を経ている場合、当事者は攻撃防御方法を提出

すべき適切な時期を容易に認識しうる。そこで、同手続後に提出

した理由を合理的に説明（１７４条・１６７条）できなければ、

時機に後れて攻撃防御方法が提出されたことにつき、重大な過失

があったと評価できる。 

本問では、相殺権の行使が自己の有する債権を犠牲にする点で

実質敗訴に等しく、早期の主張を期待しがたいものであることを

考慮しても、相殺の抗弁を仮定的に主張することまでは期待でき

 

ないとはいえない。また、Ｙには訴訟代理人が付いており、専門

的な判断に欠けるところはない。 

よって、Ｙ側には「重大な過失」が認められる。 

⑶ 「訴訟の完結を遅延させること」 

「訴訟の完結を遅延させる」か否かは、当該攻撃防御方法を却

下した場合と、これについての審理を続行した場合に想定される

訴訟完結時を比較して判断する。 

相殺の抗弁を主張した場合、反対債権の存否についても審理

をする必要がある。そのため、相殺の抗弁の主張は、それが主張

されない場合と比べ審理を要するため、訴訟の完結を遅延させる

といえる。 

⑷ また、基準時後に相殺権を主張したことを、請求異議の後訴に

おいて主張することが判例上、許容されるとのＬ２の主張につい

て、時機に後れた攻撃防御方法の却下は、同一手続内での具体的

な提出可能性の問題であるのに対し、既判力の遮断効は前訴で

の抽象的・類型的な提出可能性に基づくもので、利益状況は異な

る。そのため、相殺の抗弁を時機に遅れたとして却下すること

と、基準時後の相殺の抗弁の主張が既判力により遮断されないと

した上記判例の判断とは矛盾はしない。 

２ 以上より、裁判所は、Ｙの相殺の抗弁は、時機に後れた攻撃防御

方法として却下すべきである。 

第２ 設問２ 
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１ Ⅹは後訴において、Ａは無権代理人としての責任を負うとして、

Ａに対して本件代金３００万円の支払を求めている。これに対して

Ａは応訴し、Ｙから代理権を授与されていたと主張しているとこ

ろ、Ｘは前訴におけるＡへの訴訟告知（５３条１項）の効果として

Ａの主張は敗訴されると考えている。 

２ 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴

訟の告知をすることができる（５３条１項）とされており、本問で

はＡは補助参加の利益を有しているため、「参加することができる

第三者」にあたり、本件訴訟の係属中に、ＸはＡに訴訟告知をする

ことができる。 

３⑴ 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第４６

条の規定の適用については、参加することができた時に参加した

ものとみなす（５３条４項）ところ、本問では本件訴訟に補助参

加していないが、Ａは訴訟告知を受けているため、補助参加した

ものとみなされ、４６条の規定が適用される。 

⑵ 補助参加にかかる訴訟の裁判における補助参加人に対する「効

力」（４６条）とは、参加的効力を意味する。参加的効力とは、

敗訴責任の公平な分担という観点から、①被参加人敗訴の場合

にのみ生じ、②参加人と被参加人の間のみに及ぶ特殊な効力であ

って、③主文及び判決理由中の判断のうち主文を導き出すために

必要な主要事実に生じる拘束力のことをいう。 

⑶ そして、被告知者が不参加の場合にも訴訟告知により参加的

効力が生じるのは、告知者と被告知者の間に告知者敗訴により

直接に求償または賠償関係が成立する実体関係がある場合に限

定されると解する。 

本問は、Ⅹが敗訴したことにより、ＡはＹの無権代理人として

Ｘに損害賠償責任を負う関係にあり、被告知者のＡと告知者の

Ｘの間では実体法上の賠償関係が成立するため、参加的効力が

生じ得る場面である。 

⑷ ＸはＡに対し、訴訟告知をし、Ｘが敗訴しているため、ＸとＡ

の間で前訴判決主文及び判決理由中の判断のうち主文を導き出

すために必要な主要事実につき拘束力が生じている。Ｘの請求を

棄却する前訴判決主文とはＹのＸに対する本件代金支払債務は

存在しないというものである。前訴判決の理由として、ＹはＡに

代理権を授与しておらず、また、表見代理の成立が認められない

ことが掲げられている。ＹはＡに代理権を授与していないことと

は判決理由中の判断のうち主文を導き出すために必要な主要事

実にあたり、ＸとＡの間でこれにつき拘束力が生じ、Ａは自らが

代理権を授与されていなかったことを争うことができない。 

⑸ よって、Ａの主張はＸのＡに対する訴訟告知の効果としての参

加的効力によって排斥される。 

以 上 
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